
１．優先的検討指針策定の背景

２．優先的検討プロセスの全体像

３．優先的検討の指針、手引、ひな形について

４．優先的検討プロセスの具体的な内容
（１） 優先的検討の開始時期
（２） 対象事業
（３） 適切なPPP/PFI手法の選択（絞り込み）
（４） 簡易な検討
（５） 詳細な検討
（６） 評価結果の公表

５．PPP/PFI手法導入の拡大に資する取組

６．国によるフォローアップ、支援措置

７．参考資料
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４．優先的検討プロセスの具体的な内容

（６） 評価結果の公表①

○ PPP/PFI手法の導入が適しないと評価した場合、次の①～③の区分それぞれで、そ
れぞれに記載されている事項をインターネット上で公表。
①－１ 費用総額比較による簡易な検討の結果の公表

①－２ 費用総額比較によらない簡易な検討の結果の公表

② 詳細な検討の結果の公表

公表内容 公表時期
・PPP/PFI手法を導入しないこととした旨
・当該事業の予定価格の推測につながらない事項

PPP/PFI手法を導入しないこととした
後、遅滞ない時期

・PPP/PFI手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期

公表内容 公表時期
・PPP/PFI手法を導入しないこととした旨
・客観的な評価結果の内容（当該事業の予定価格の推測につなが
らないものに限る。）

PPP/PFI手法を導入しないこととした
後、遅滞ない時期

客観的な評価結果の内容（当該事業の予定価格の推測につながる
ものに限る。）

入札手続の終了後等適切な時期

公表内容 公表時期
・PPP/PFI手法を導入しないこととした旨
・当該事業の予定価格の推測につながらない事項

PPP/PFI手法を導入しないこととした
後、遅滞ない時期

・PPP/PFI手法簡易評価調書の内容（詳細な検討を踏まえて更新
した後のもの）

入札手続の終了後等適切な時期
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４．優先的検討プロセスの具体的な内容

（６） 評価結果の公表②（費用総額比較の簡易な検討の結果公表様式①）
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４．優先的検討プロセスの具体的な内容

（６） 評価結果の公表③（費用総額比較の簡易な検討の結果公表様式②）
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